
隊 燈漢簡」研究の現状と課題

「
敦
爆
漢

簡
」
研
究

の
現
状

と
課
題

今
世
紀
初
め
に
、
ス
タ
イ
ン
や
ヘ
デ
ィ
ン
ら
に
よ
っ
て
中
国
の
西
方
が
探
査

さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
簡
蹟
が
発
見
さ
れ
が
。）
以
後
、
現
在
に
至
る
ま
で

四
万
点
を
越
え
る
筒
蹟
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
漢
代
の
も
の
で
あ

っ
た
し
‐
さ
ら
に
ま
た
そ
の
大
部
分
は
辺
境
で
出
土
し
た
も
の
で
あ

っ
が
ド
そ

し
て
そ
の
研
究
の
中
心
は
居
延
漢
簡
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
主
と
し

て
出
土
簡
贖
の
点
数
の
多
さ
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
否
。）

近
年
、
漢
代
の
敦
煙
郡
領
域
内
か
ら
大
量
の
筒
蹟
が
発
見
さ
れ
注
目
を
浴
び

（４
）

て
い
る
が
、　
一
九
九

一
年
は
、
敦
煙
漢
簡
研
究
史
上
、
画
期
的
な
年
で
あ

っ
た

と
い
え
る
。
そ
れ
は
呉
励
巖
、
李
永
良
、
馬
建
華
釈
校
、
甘
粛
省
文
物
考
古
研

究
所
編

『敦
燈
漢
簡
澤
文
』
（蘭
州
、
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
九
一
年
一
月
）
お
よ

び
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『敦
煙
漢
簡
』
（全
二
冊
、
北
京
、
中
華
書
局
、
一

九
九
一
年
六
月
）
の
二
部
が
出
版
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
二
部
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
簡
体
字
で
、
後
者
が
繁
体
字
で
印
刷
さ
れ
、

ま
た
、
簡
蹟
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
た
他
に
大
き
な
違
い
は
な
耐
ｃ）
『敦
煙
漢
簡
』

は
上
下
三
冊
か
ら
な
る
。
上
冊
は
図
版
が
、
下
冊
は
釈
文
と

「敦
燈
馬
圏
湾
漢

代
俸
隧
遺
址
発
掘
報
告
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
図
版
は
全
部
で
二
〇
七
枚
あ

り
、
図
版

一
か
ら

一
九
〇
は
簡
蹟
の
写
真
で
、　
一
九

一
と

一
九
二
は
馬
圏
湾
遺

址
の
写
真
、　
一
九
三
か
ら
二
〇
七
は
馬
圏
湾
出
土
遺
物
の
写
真
を
付
し
て
い
る
。

ま
た
、
六
七
簡
の
摸
本

（簡
の
表
裏
を
合
わ
せ
る
と
七
九
簡
分
の
図
）
も
載
せ
ら
れ

て
い
る
。

本
論
で
は

『敦
煙
漢
簡
』
が
主
に
取
り
上
げ
て
い
る
馬
圏
湾
遺
址
の
他
に
、

簡
蹟

一
万
五
千
簡
が
発
見
さ
れ
た
懸
泉
置
遺
址
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
現
段
階
に
お
け
る
敦
煙
漢
筒
の
研
究
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

な
お
、
引
用
は

『敦
煙
漢
簡
』
に
よ
る
。

一　

懸
泉
置
遺
址
に
つ
い
て

懸
泉
置
遺
址
に
つ
い
て
の
詳
報
は
な
く
、
わ
ず
か
に

『
中
国
文
物
報
』

（
一

九
九
二
年
一
月
五
日
版
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、　
一
九
九
〇
年

イま

じ

め

イこ

士
口

村

之



十
月
か
ら
二
年
間
に
わ
た
っ
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
、
簡
慣

一
万
五
千
簡
あ

ま
り
と
二
千
六
百
五
十
点
の
遺
物
が
出
土
し
、
前
漢
中
期
か
ら
魏
晋
時
代
に
か

け
て
六
層
の
文
化
層
が
確
認
で
き
た
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
遺
址
は
漢
代
の
郵

駅
の
跡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は

一
九
九

一
年
七
月
二
十
九
日
か

ら
八
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
中
国
簡
膜
学
国
際
学
術
研
討
会
に
参
加
し
、
研
討

会
後
の
八
月
五
日
に
懸
泉
置
遺
址
を
見
学
す
る
機
会
を
得
活
ド
来
村
多
加
史
氏

（中
国
考
古
学
、
関
西
大
学
非
常
勤
講
師
）
作
成
の
図

１
に
よ
る
と
、
こ
の
地
域
は

最
北
に
長
城
線
が
峰
魃
台
を
伴

っ
て
存
し
、
最
南
に
郵
駅
道
が
存
す
る
。
置
は

そ
の
郵
駅
道
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
る
「
長
城
線
か
ら
郵
駅
道
ま
で
は
約

一
〇

キ
ｒ
の
距
離
が
あ
り
、
そ
の
間
に
、
甜
水
井
城
炉
〆
存
し
、
そ
の
近
辺
に
は
耕

地
の
存
在
が
確
認
で
き
た
。
現
在
の
懸
泉
置
遺
址
か
ヶ
長
城
線
ま
で
は

一
面
の

荒
涼
と
し
た
砂
漠
地
帯
で
あ
る
が
、
湊
代
に
は

「懸
泉
」

（今
の
吊
品
水
）
を
水

源
と
し
て
恒
常
的
な
水
流
が
存
し
て
お
嘱
）
こ
れ
に
よ
っ
て
農
耕
が
行
な
わ
れ

て
い
た
。
甜
水
井
城
址
は
そ
の
農
耕
地
帯
の
お
そ
ら
く
民
政
の
中
心
と
し
て
の

存
在
で
あ

っ
た
。
懸
泉
置
出
土
簡
中
に
、

荻
穀
懸
泉
置
薔
夫
光
以
亭
行
図

Ｄ
Ｑ

。
Ｃ
‥
一
（釈
一
二
九
∝
一

‥
‥
‥
倉
長
□
壽
□
行
丞
事
謂
懸
泉
日

‥
‥
‥
年
計

一
匹
舟
敷
穀
縣
官
畜
財
書
記
以
茶

Ｄ
Ｑ

・
Ｃ
‥
二
四

（釈
〓
三

〓
し

と
あ
る
よ
う
に
、
懸
泉
置
が
荻
穀
県
の
領
域
に
存
す
る
こ
と
が
判
り
、
甜
水
井

西 湖

西
:湖 T翌ギr待手
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E「静帝W

盈
絲悠|

本図は1986年 、甘粛省 「敦追市地図」(四十万分の一)に、(A)Mark Aurel Stein著

「Se� ndla」 (0文 Ford,1921)付 図、(B)林海ti・ 李均明著「疏勃河流域出土漢簡」(文物出版社、1984)

付図及び(C)昔粛省文物考古研究所編「敦連漢簡釈文」(文物出版社,1991)付図を合成したもので

ある。蜂熔のT番号は(A)の原号を簡略化した(B)の編号に従ったもので、1976年以後、新たに登録

された烙熔はD番号によって示している。Dのみを付するものは(C)に蜂鯵の位置が記されるもの

の、番号が明記されていないものである。



「敦煙漢簡」研究の現状と課題

城
址
は
荻
穀
県
城
の
遺
址
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

懸
泉
置
遺
址
付
近
の
状
況
は
、
内
郡
か
ら
西
域

へ
向
う
河
西
回
廊
の
幹
線
道

の
一
類
型
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
匈
奴
の
最
前
線
に
長
城
と
隆
魃
、
侯
官
な
ど

の
軍
事
防
衛
施
設
が
置
か
れ
る
。
そ
の
内
側
に
食
料
補
給
地
と
し
て
の
農
地
が

広
が
り
、
そ
の
管
轄
機
関
と
し
て
県
城
や
農
亭
が
あ
り
、
そ
の
下
に
田
卒
が
農

耕
を
行
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
内
側
に
連
絡
路
と
し
て
郵
駅
道
が
走
り
、
道
上

に
は
置
、
郵
が
置
か
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
陽
関
や
玉
門
関
と
い
っ
た
関
が
置

か
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
考
え
る
と
、
額
済
納
河
沿
い
の
居
延
県

へ
の
道
は
機

能
分
化
が
完
全
に
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
理
解
を
混
乱
さ
と
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
考
察
を
要
す
る
が
、
今
は
問
題
の
指
摘
だ
け
に

止
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
懸
泉
置
遺
址
の
詳
細
な
報

告
書
が
発
表
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

一
一　
馬
圏
湾
遺
址
に

つ
い
て

甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
編

『敦
煙
漢
筒
』
に
は

「敦
燈
馬
圏
湾
漢
代
峰
魃

遺
址
発
掘
報
告
」

が
付
さ
れ
て
い
る

（以
下
、
『報
告
』
と
略
称
す
茄
ｆ
　
羊に
れ
に

よ
る
と
馬
圏
湾
峰
隧
遺
址
は
、
敦
煙
市
の
西
北
九
五
ｈ
に
位
置
し
、
東
方

一
一

血
に
小
方
盤
城
が
、
西
方
二

・
七
血
に
は
後
坑

（又
の
名
は
西
湖
）
が
あ
り
、
北

方
八
血
に
疏
勒
河
が
流
れ
て
い
る
【図
１
参
照
〕。　
北
緯
四
〇
度
二

一
分
、
東
経

九
三
度
四
五
分
の
地
点
で
あ
る
。
遺
址
の
局
≧
は
湖
洋
地
帯
で
、
そ
こ
に
面
積

Ｎ①
口合 土立 お切  

塩 池 珀 藤  事

転コfii:青 軍`朝 ど鞠

図 1 敦違付近漢代遺跡分布図
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約
五
六
〇
〇
ド
の
平
坦
地
が
あ
る
。
馬
圏
湾
峰
魃
遺
址
は
こ
の
平
坦
な
ゴ
ビ
上

に
位
置
し
て
い
る
。

一
九
七
九
年
六
月
か
ら
甘
粛
文
物
工
作
隊

（甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
の
前
身
）

は
敦
違
か
ら
河
西
漢
塞
に
対
し
て
全
面
調
査
を
進
め
た
。
ス
タ
イ
ン
の
確
認
し

た
峰
魃
を
再
調
査
し
、
六
月
七
日
に
、
馬
圏
湾
湖
灘
東
側
の
長
城
内
側
に
、
円

形
の
砂
丘
を
発
見
し
た
。
周
囲
に
は
産
葦
の
層
が
露
出
し
て
お
り
、
砂
丘
の
直

径
は
約

一
五
ｍ
、
頂
高
は
三

・
五
ｍ
で
あ

っ
た
。
砂
丘
の
東
南

。
西
南
と
南
側

に
、
文
化
堆
積
層
が
あ
り
、
少
量
の
繊
維
の
残
片
が
地
表
に
露
出
し
て
い
た
。

砂
丘
西
南
側
の
砂
礫
表
層
下
の
雑
草
中
か
ら
、
数
枚
の
漢
簡
が
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
こ
の
地
点
が
漢
代
峰
魃
遺
址
で
あ
り
、
ス
タ
イ
ン
が
遺
漏
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
こ
と
が
判
明，
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
健
の
編
号
を
Ｄ
二

一
と
し
�
呼

同
年
九
月
十
六
日
か
ら
十
月
五
日
の
二
十
日
間
の
日
程
で
、
甘
粛
省
文
物
工
作

隊
の
岳
邦
湖

・
呉
励
巖

・
李
永
良
や
敦
煙
県
文
化
館
の
榮
恩
奇
等
各
氏
に
よ
り

遺
址
の
発
掘
が
な
さ
れ
た
。
結
局
（　
一
九
カ
所
の
探
方

（
一
〇
ｍ
四
方
）
が
発
掘

さ
れ
、
発
掘
面
積

一
九
〇
０
ド
に
及
ん
腕
ド

簡
蹟
以
外
に
は
、
紡
績
品
や
木
器

・
鉄
器

・
糧
食
な
ど
計
三
四
三
件
が
出
土

し
、
そ
の
中
に
五
件
の
床
紙
も
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
吊
書

（Ｔ
〓
下
・〇
一ハ
七
の

編
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）
が

一
件
あ

っ
た
。

三
一　
馬
圏
湾
出
上
の
簡
蹟

士__雪≧==響
L___口_工Om

手 ●・
Ⅲ
…

井 コ
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図 2 馬圏湾峰罐遺跡平面図



「敦煙漢簡」研究の現状と課題

〔表 I〕 敦煙郡下峰隧編号対照表

甘粛省文物を
古研究所編号

Dl
D2
D3
D4
D5
D9
D10
Dll
I)12

D14
D15
D16
1)17

D18
D19
1)20

D21
D22
D23
D24
D25
1)26

D N3
工)27

D28
D29
1)30

D31
1)32

D N4
D N5
D33
正)36

D38
D40
D41
D42
正)54

D65
1)66

D67
D68
D69
D62
D70

遺 址 該 当 地 名
(現 遺 址 名)

廣昌隧

厭胡隧

凌胡隧,大煎都候官
歩昌隧

廣武隧

(馬迷兎遺址)

富昌隧
獲虜隧 Or詳地隧

顕切隧

(後坑遺址)
臨要隧

(馬圏湾遺址)

廣漢隧
止奸隧

営谷隧 Or玉門候
(小方盤城遺址)
遠望隧

宜秋隧

勇敢隧

富貴隧    
‐

虎猛隧

受降隧

倉亭隧 (大方盤城遺址)

中部都尉平望侯官朱爵隧

平望供官 (蘇油土遺址)

中部都尉平望侯官青堆隧

中部都尉平望候官博望隧

呑胡西部
萬歳候官

(王奔期 :萬歳侯官)

揚威隧

スケイン編号
―

T6d
T6C
T6b
T6a
T5
Tl

T4a
T4b
T3
T7
T8
T9
T9a
T10
T ll

T12a
T12
T13
T14
T14a
T14C
T15a
T15
T16
T17
T17a
T18
T18a
T18b
T19
T22a

T22b
T22C
T22d
T23g
T24
T29
T28
T27
T26
T32
T25

※ 参 考

「敦煙馬圏湾漢代峰隧遺址発掘報告」 (『教煙漢簡』所収)
呉前康「漢代玉門関及其入西域路線之変遷」 (『中重学刊』2,1987年)
「漢代峰火制度探索」 (甘粛省文物工作隊・甘粛省博物館編『漢
簡研究文集』蘭州,甘粛人民出版社,1984年)

林梅村・李均明編『疏勒河流域出土漢簡』 (北京,文物出版社,1984年)
敦建県文化館「敦鰹縣油土漢代峰罐遺址出土的木簡」 (先出『漢簡研究
文集』)



〔表 Ⅱ〕 馬圏湾遺址出土簡中の紀年簡
※全部で65簡が出上している。〔『敦埋漢簡』では63簡 とする〕

宣帝年号筒  (17簡)
本始三 (前71)年
元康元 (前65)年
元康三 (前63)年
神爵二 (前60)年
神爵四 (前58)年
五鳳二 (前56)年

五鳳三 (前55)年
五鳳四 (前54)年
五鳳五 (前53)年
甘露二 (前52)年

元帝年号簡  (2簡 )
永光元 (前43)年

成帝年号街  (3簡 )
建始元 (前32)年
河平元 (前28)年

元延四 (前 9)年

哀帝年号衝  (6簡 )
建平三 (前 4)年

建平五 (前 2)年
元壽元 (前 2)年
元壽二 (前 1)年

平帝年号簡  (■簡)
元始元 (1)年
元始二 (2)年
元始三 (3)年
元始四 (4)年
元始五 (5)年

T8:47く700〔『敦埋漢簡牌文』では本始元年と釈する〕

T9:28(796〉

T12:78A(1035〉

T18:Iく 1161〉

T12:1〈 958〉・T12:2く 959〉・T12:58A(1015〉 ・T18:26A(1186〉

T12:58Aく 1015〉・T12■ 1ヽカ (ヽlЮ86〉 ,T18:2B(1162〉 ・T18:15く 117¢

〔『報告書』中では五鳳二 (前五六)年は2簡とするが4簡である3

T12:41〈99じ・T12:69(1026〉

T12:60Aく 1017〉・T12:111(1068〉

T12:6K1025〉 ,T12:77(103◆ 〔五鳳には五年はなく,甘露元年のことである〕
T18:27A(1187〉 。〔『報告書』中では甘露二年は2簡 とするが, 1簡 しか見当らない。〕

T9:とく769〉・T12:107A(1064〉

T7:14ぐ27〉

T5:156く 195〉 〔『敦燈漢簡』ではあげていない。後の時代に河平元年のことを追記して
,ヽ る。3

T5:158く 197〉

T6:33く 513〉・T9:14く 782)

転 を喘
4ぐ82)は建平三年詔書とある。随 告書』では,建平三年は1簡とするが2簡

T8:19〈 67◆

T9:78Aく 84¢・T12:126(1083〉

T12:10く 967〉

T6:65(545〉

T6:52く 532〉 。T6:71く ,51〉

T9:4く 772〉・T9:25く 793〉・T9:27く 795〉・T9:51く 819〉

T6:42022〉

T2:3(15〉・T7:41(654〉・T13:lA(1108〉

T5:145(1843・ T5:146く 185〉

T5:320く 358〉

儒子嬰年号簡  (11簡 )
居掃元 (6)年     T7:HA〈 624A〉・T7:12ぐ 25〉・T5:372Q10〉
居編二 (7)年     T9:2く 77¢
居掃三 (8)年     T5:243(282〉 ・T5:警4(2鵠〉・T5:245(2鵠〉・T5:熟 6(235〉・T5:247く 28¢・

T5:404筆 41〉・ T6:5403◆

新 王奔年号衛  (15簡 )
始建國元 (9)年
始建國二 (10)年
始建國三 (■)年

始建國四 (12)年
始建國天鳳元 (14)年
始建國天鳳三 (16)年
始建國天鳳四 (17)年
始建國地皇上戊三 (22)年

弾 E『敦燈漢簡』ではあげていなヽヽ。 癬358簡 は始建國二年から三年の致籍
である。〕

T5:152く 191〉・T5:153A(192A〉

TS:14K187〉

T5:140(179〉・T5:141く 180〉・ T5:154Aく 193A〉・T5:437374〉

Tう :31(70〉 T5:6009〉 ,T5:103く 142〉・T5:142(181〉

T7:Iく 614〉

※ ___は 同一簡に年号が二ヵ所みえるもの。
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「敦鰹漢簡」研究の現状と課題

発
掘
し
た

一
九
探
方
中
の
内

一
五
探
方
か
ら
合
計

一
三
二

一
簡
の
衛
蹟
が
出

（‐３
）

土
し
た
。
そ
の
内
容
は
詔
書

・
奏
書

・
檄

・
記

・
簿
籍
な
ど
で
あ
り
、
『報
告
』

は
文
書
を
二
十
種
に
分
類
し
て
い
る
。

簡
質
は
大
部
分
が
木
で
あ
り
、　
そ
の
種
類
は
ほ
ぼ
半
数
が
樫
柳

令
ω日
いＬ鷲

Ｓ

Ｂ

ｏ
∽
沖
盗

Ｂ

ω

Ｆ
い
じ

で

あ

り

、

あ

と

は

松

∩

沖
ｏ
３

ｚ
８

く
０
隣付
争

〓

冨

ω
の
じ

や

胡

楊

句
ｏ程
牌房

ｇ
噂
げ
Ｌや
付中８

室
卜↓

で
あ
る
。
竹
簡
は
非
常
に
少
な
く
、
全
部
で

一

六
簡
で
あ

っ
た
。
こ
の
他
に
一
簡
だ
け
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
九
‥
一
五
八

（釈
九
二
一〇

と
号
さ
れ
た
声
葦
の
簡
が
あ
る
。
芦
葦
を
ひ
ら
き
、
表
面
に

「文
鑑
」
の
二
字

が
墨
書
さ
れ
、
長
さ
は
五
セ
ン
チ
、
幅

一
・
ニ
セ
ン
チ
、
厚
さ
○

・
三
セ
ン
チ

で
あ

っ
た
。

馬
圏
湾
で
は
六
五
簡
の
紀
年
筒
が
出
土
し
て
お
り
、
時
期
は
宣
帝
期
の
本
始

三
年

全
刷
七
こ

か
ら
王
芥
期
の
地
皇
三
年

（壬

一

に
わ
た
っ
て
い
る
。
次
に

そ
の
全
て
を

一
覧
表
に
す
続

〔）表
Ⅱ
〕。

簡
贖
の
内
容
と
し
て
は
、
玉
関
関
関
係
な
ど
の
簡
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
馬
圏
湾
遺
址
の
性
格
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で

節
を
改
め
る
こ
と
に
す
る
。

四
　
馬
圏
湾
遺
址
の
性
格
に

つ
い
て

馬
圏
湾
遺
址
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持

っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
遺
址
の
発

掘
と
出
土
簡
の
検
討
か
ら
、
次
の
三
説
が
出
さ
れ
て
い
る
。

千
秋
隧

玉
門
関

玉
門
侯
官

ω
の

「千
秋
隧
」
説
を
と
る
も
の
と
し
て
は
、
林
梅
村

・
李
均
明
編

『
疏
勒

河
流
域
出
土
漢
筒
』

（北
京
、
文
物
出
版
社
、
一
九
八
四
年
三
月
）
が
あ
る
。
論
拠

は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
四
‥
一
一
Ａ
（釈
三
一一
や
七
九

Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
九
Ｏ
Ａ
（釈
五
七
〇
）
に

「甥
玉
門
千
秋
隧
」
と
い
っ
た
掲
が
あ
り
、

そ
の
他
に
も
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
二
‥
六
二

（釈

一
〇
一
九
）
に

「
ｏ
右
十
四
人
居

千
秋
」
、

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
二
‥
六
三

（釈
一
〇
二
〇
）
に

「騒
右
千
秋
隧
受
記
最

図
」
、

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
八
‥
二
八

（釈
一
一
八
八
）
に

「千
秋
隧
六
石
具
弩

一
完

図
」
な
ど
が
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
簡
の
特
色
か
ら
す
る
と
、
こ
の
簡
が
出
土
し

た
地
点
が
千
秋
隧
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
敦
鰹
市
博
物

館
の
一
階
に
敦
煙
市
北
部
の
地
形
と
峰
魃
、
長
城
の
模
型
が
展
示
さ
れ
、
各
峰

魃
に
固
有
名
が
付
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
Ｄ
二

一
を
千
秋
隧
と
し
て
い
た
。

ま
た
、
「千
秋
」
に
つ
い
て
は
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
二
‥
五
〇

（釈
一
〇
〇
七
）
に

「千
秋
士
支
」
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
二
‥
八
三

（釈
一
〇
四
〇
）
に

「千
秋
亭
」
と

あ

っ
て
、
「千
秋
」
は
単
な
る
峰
魃
で
は
な
い
こ
と
も
判
明
す
る
。

②
の

「
玉
門
関
」
遺
址
説
を
と
る
の
は
、
呉
祗
緩

「
玉
門
開
典
玉
門
開
侯
」

翁
文
物
』
一
九
八
一
年
第
一
期
）
と
冨
谷
至

「漢
代
辺
境
の
関
所
―
玉
門
関
の
所

在
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
東
洋
史
研
究
』
第
四
八
巻
第
四
号
）
で
あ
る
。
呉
励
膜
氏
は

(3)(2)(1)



の
ち
に

『
報
告
』
を
書
か
れ
て
、
若
干
説
を
変
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
冨
谷
氏
の
説
を
紹
介
す
る
。

氏
は
居
延
漢
簡
中
の
肩
水
金
関
出
土
簡
の
分
析
を
通
し
て
関
所
の
機
能
を
説

明
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、

「関
出
入
記
録
」
と
し
て
、

推
賢
聡
長
楊
音
詣
官
請
八
月
奉
　
　
十
月
癸
丑
入
東
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
四
五

（釈
五
一一四
）

な
ど
六
簡
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
、
「偉
」
と
し
て
、

元
康
元
年
十
月
壬
寅
朔
庚
辰
開
替
夫
廣
徳
佐
烹
敢
言
之
敦
燈
壽
陵
里
趙
負

趣
自
言
夫
訴
舟
千
秋
隧
長
往
遺
衣
月
以
令
出
開
敢
言
之

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
九
‥
二
八

（釈
七
九
六
）

（‐５
）

と
い
う
文
書
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
関
所
の
管
理
す
る

「致
籍
」
の
表
題
筒

と
し
て
、

居
掃
三
年
吏
私
牛
出
入
開
致
籍

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
五
四

（釈
≡
一一四
）

な
ど
三
簡
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、

敦
煙
玉
門
蘭
候
孫
閲
公
乗
　
　
治
□
命
倉
菫
録
強
力
事
□
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
一
六

（釈
一ハ
七
こ

に

「
玉
門
関
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｄ
二

一
の
馬
圏
湾
遺
址
こ
そ
玉
門
関
で
あ

る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
玉
門
関
都
尉
と
玉
門
都
尉
と
は
別
の
官
で
あ
り
、
玉
門
関
都
尉
の

属
官
に
玉
門
関
候
が
あ
り
、
玉
門
都
尉
下
の
玉
門
侯
官
の
長
が
玉
門
候
で
あ
る

と
す
る
。

冨
谷
氏
自
身
も
断

っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
氏
が
論
を
発
表
さ
れ
た
時
点
で

は
、
馬
圏
湾
遺
址
出
土
簡
は

一
部
し
か
発
表
さ
れ
て
お
ら
ず
い
馬
圏
湾
出
土
簡

全
体
を
通
し
て
の
論
で
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
に
、
論
に
納
得
し
か
ね
る
点
も
あ
る
が
、
冨
谷
氏
が
述
べ
ら
れ
た
漢
代

の
辺
境
に
お
け
る
関
所
の
形
態
の
解
明
は
私
達
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

玄

Ｏ

。

０
の

「玉
門
候
官
」
跡
説
な
と
る
も
の
は
、
『報
告
』
で
あ
続
¨
『報
告
』
は
、

馬
圏
湾
遺
址
中
か
ら
玉
門
侯
官
関
係
の
檄
、
記
、
簿
籍
等
の
官
文
書
が
大
量
に

（‐７
）

出
土
し
た
し
、
馬
圏
湾
出
土
の

「官
記
」
文
書
は
、
玉
門
候
（玉
門
侯
官
の
長
）

が
書
い
て
発
送
し
た
文
書
の
控
え
で
あ
り
、
ま
た
、
所
管
の
各
侯
長

・
隧
長
が

玉
門
侯
官
に
報
告
し
た
文
書
も
あ
る
と
す
続
ド
こ
の
他
に
、
冨
谷
氏
が

「関
出

入
の
記
録
」
と
考
え
て
い
る
、
た
と
え
ば
、

大
福
侯
長
張
武
推
賢
侯
史
高
護
詣
官
　
　
一
一月
壬
戊
入
東
門

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
二
九

（釈
一ハ
八
四
）

の
よ
う
な
簡
を

「士
吏
が
候
官
の
郭
鳩
に
出
入
し
た
記
録
」
と
函
）
馬
圏
湾
峰

魃
遺
址
が
玉
門
侯
官
の
治
所
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。

①
説
に
つ
い
て
は
、

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
八
‥
二
Ａ

（釈
一
三
全
じ

に
は

「十

月
丙
辰
千
秋
隧
長
漢
昌
以
茶
」
と
あ
る
か
ら
、
馬
圏
湾
遺
址
と
千
秋
隧
が
別
の

地
点
で
あ
る
証
拠
も
あ
る
。
も
っ
と
も
隧
長
が
都
尉
府
か
ど
こ
か
の
上
級
官

ヘ

出
張
し
て
帰

っ
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、　
一
般
的
に
は
考
え
ら



れ
な
い
。
『
報
告
』
で
は

「千
秋
隧
は
玉
門
開
外
の
臨
要
隧
以
西
に
存
す
べ
き

で
あ
る
」
と
し
、
臨
要
隧
は
Ｄ
二
〇

（Ｔ
一
一
、
今
の
地
名
で
後
坑
、
又
の
名
は
西

湖
と
で
３
に
治
し
て
い
た
と
す
る
。

②
説
で
は
、
「
玉
門
関
都
尉
」
の
存
在
に
つ
い
て
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
九
（釈

四
八
九
）
や
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
五
五

（釈
五
二
五
Ａ
）
に

「陽
関
都
尉
」
と
あ
る

の
で
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
は
あ

っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
の
だ
が
、
ス
タ
イ

ン
収
集
簡
を
含
め
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
例
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
た
ま

た
ま
見
つ
か
ら
な
い
の
か
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
即
座
に
判
断
で

て
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
ぐ
と
き

「
玉
門
開
候
官
」
が
存
す
る
こ
と
は

分
か
る
。

十

一
月
乙
巳
玉
門
閲
候
延
壽
丞
待
謂
侯
長
□
等
篤
移
檄
到
□
□
□
□
□
口

□
□
□
出
外
塞
檄
楊
姓
徒
弟
田
翔
病
□
律
令

（２。
）

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
一
一
一
（釈
七
六
四
）

と
あ
る

「
玉
関
開
侯
延
壽
」
は
玉
門
関
候
官
の
長
で
あ
る
延
壽
と
い
う
人
物
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
は
、
「丞
」
（名
は
待
）
や

「侯

長
」
（名
は
不
明
）
の
居
た
こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、

図
口
丙
申
玉
門
候
長
高
輔
字
□
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ

一
二
‥
一
〇
〇
Ｂ

（釈
一
〇
五
七
）

と
い
う
例
も
あ
り
、
玉
門
侯
官
の
属
官
で
あ
ろ
う
玉
門
侯
の
長
で
あ
る

「
玉
門

候
長
」
の
存
在
も
確
認
で
き
る
。
冨
谷
氏
の
い
う
よ
う
に
玉
門
関
都
尉
と
玉
門

都
尉
と
は
別
の
官
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
簡
は
な
い
が
、
玉
門
関
候
官
の
長

で
あ
る
玉
門
関
侯
に
侯
長
や
丞
が
属
し
、
玉
関
候
官
の
長
で
あ
る
玉
門
侯
に
玉

門
候
長
な
ど
が
属
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

③
説
は
、
注
（１７
）
に
拳
げ
た
よ
う
な
文
書
の
内
容
か
ら
推
論
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
九
‥
九
三

（釈
八
六
こ

の
よ
う
な
資
料
も
あ
げ
て
お
り
、

（２‐
）

例
と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
。
ま
た
、

五
鳳
三
年
二
月
丁
巳
朔
癸
卵
士
吏
帯
敢
言
之
候
官
隧
和
支
妻
子
私
徒
者
三

月
漠名
籍

一
編
敢
言
之

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
一
下
・四

一
（釈
九
九
八
）

（２２
）

に
み
ら
れ
る

「候
官
隧
」
を
玉
門
候
官
隧
の
こ
と
と
す
る
が
よ
く
な
い
。
き
っ

と
も
、
先
に
挙
げ
た
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
二
九
（釈
六
八
四
）
の
よ
う
な
、
「詣
官
」

の
記
録
も
あ
る
の
で
、
馬
圏
湾
遺
址
の
玉
門
侯
官
説
の
全
面
的
な
否
定
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書
が

「控
え
」
で
あ
る
の
か

「原
本
」
で
あ
る

の
か
と
い
っ
た
論
議
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
し
、
可
能
性
と
し
て
は
い
ず
れ
の

場
合
も
あ
り
う
る
。

当
該
遺
址
が
、
当
時
何
と
い
う
所

（地
名
ま
た
は
官
名
）
で
あ

っ
た
か
を
決
定

す
る
に
は
、　
一
定
の
法
則
が
必
要
と
な
る
が
、
簡
贖
を
扱
う
原
則
と
し
て
は
、

（２３
）

検
の
宛
名
と
掲
の
記
載
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
馬
圏
湾
出
土
簡
中
に
宛
名

を
記
し
た
検
は
存
在
せ
ず
、
掲
と
し
て
、
わ
ず
か
に
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
四
‥
一
一
Ａ

（釈
三
じ

や
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
九
〇
Ａ

（釈
五
七
〇
）
に

「け
玉
門
千
秋
隧
」
の

例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
千
秋
隧
説
に
分
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
七
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九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
四
‥
二

一
Ａ

（釈
一
一
五
四
）
に

「け
玉
門
却
適
亭
」
と
い
う
例
も

あ
り
、
千
秋
隧
説
も
確
実
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

現
段
階
に
お
い
て
は
、
馬
圏
湾
遺
址
が
漢
代
の
何
と
い
う
所
で
あ

っ
た
か
を

決
定
す
る
証
拠
は
な
い
と
言
う
他
は
な
い
。
さ
ら
な
る
可
能
性
を
挙
げ
る
な
ら

ゴ
、

其
二
十
黍
斜
栗

入
粟
簾
黍
十
八
斜
　
　
　
　
　
　
　
正
月
癸
亥
嫁
度
田
受
龍
勒
三
官
嫁
＝

五
十

一
斜
簾

日
周
生
期

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
七
三

（釈
三
一
こ

出
稜
九
斗
　
　
―
以
牧
卒
口
□
二
月
食

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
七
四

（釈
三
〓
ご

と
い
っ
た
穀
物
の
出
入
簿
が
大
量
に
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
、
居

（２４
）

延
漢
簡
中
に

「通
沢
第
二
亭
食
簿
」
が
あ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
先
の

「
玉
門

却
適
亭
」
や

「千
秋
亭
」
と
い
っ
た
亭
の
存
在
や

「営
西
候
倉
」
（七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ

一下

五
Ａ

〔釈
七
Ａ
▼

と
い
っ
た
倉
の
存
在
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
玉
門
関
は
ど
こ
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
玉
門
関

の
位
置
を
推
定
す
る
こ
と
が
趣
旨
で
な
い
の
で
、
論
を
改
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

た
だ
、
『報
告
』
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
お
く
。

一
九
七
九
、　
一
九
八
〇
年
に
長
城
を
調
査
し
、
馬
圏
湾
峰
遂
遺
址
を
発
掘

し
た
。
そ
の
際
、
Ｄ
二
〇

（Ｔ
一
こ

・
Ｄ
二

一
・
Ｄ
三
二

（Ｔ
〓
丁
）
一
帯

に
対
し
詳
細
な
考
察
を
行
な
っ
た
。
Ｄ
二
〇
と
Ｄ
二

一
と
の
間
は
、
北
は
長

城
で
阻
み
、
南
に
は
馬
圏
湾
湖
灘
が
あ
り
、
地
勢
は
低
く
沼
沢
は
行
き
に
く

い
。
こ
こ
に
関
を
置
く
可
能
性
は
な
い
。
小
方
盤
城
以
西
の
長
城
の
向
き
と
、

馬
圏
湾

一
帯
の
複
雑
な
地
形
か
ら
す
る
と
、
前
漢
時
期
西
域
に
赴
く
駅
道
は
、

長
城
の
内
側
に
沿

っ
て
小
方
盤
城

（Ｄ
一一五
、
Ｔ
一
四
）
か
ら
Ｄ
二
三
（Ｔ
〓
じ
、

Ｄ
一
三

（馬
圏
湾
遺
址
）、
羊
圏
湾
、
Ｄ
二
〇

（Ｔ
一
一
、
臨
要
隧
）、
後
坑
Ｄ
一

九

（Ｔ
一
〇
）、
Ｄ
一
七

（Ｔ
九
）、
Ｄ
一
六

（Ｔ
八
、
顕
明
隧
）
を
経
て
西
に
向

か
っ
て
い
た
。
交
通
の
要
衝
で
あ

っ
た
玉
門
関
は
、
こ
の
駅
道
上
に
あ

っ
た
。

現
在
、
馬
圏
湾
と
羊
圏
湾
の
間
に
高
地
が
あ
り
、
東
北
約
○

・
六
血
に
は
馬

圏
湾
遺
址

（Ｄ
二
し
、
西
北
約

一
。
三
血
に
は
臨
要
隧
遺
址

（Ｄ
二
〇
）
が
あ

っ
て
、
駅
道
は
こ
の
高
地
の
中
間
を
通

っ
て
い
る
。
こ
こ
は
前
漢
時
期
の
玉

門
関
址
を
考
察
す
る
上
で
の
重
要
地
点
で
あ
る
。

や
は
り
、
現
地
を
実
際
に
探
査
し
た
研
究
者
の
意
見
に
は
耳
を
傾
け
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

お
　

，つ
　

り

　

に

『敦
埋
漢
簡
』
の
出
版
に
よ
っ
て
、
中
国
簡
蹟
の
研
究
は
大
き
く
進
む
こ
と

に
な
ろ
う
。
ま
た
、
懸
泉
置
遺
址
の
よ
う
な
遺
址
が
今
後
と
も
発
見
さ
れ
、
そ

れ
に
と
も
な
っ
て
大
量
の
簡
蹟
が
出
土
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
現
状
が
中
国
簡
蹟
研
究
の
前
進
に
好
ま
し
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
ぶ
ま
え
た

上
で
、
若
千
述
べ
て
お
き
た
い
点
も
あ
る
。
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一
、

『
敦
煙
漢
簡
』
に
は

「新
中
国
建
立
前
出
土
的
漢
簡
」
と
し
て

『
疏

勒
河
流
域
出
土
漢
筒
』
の
釈
文
を
再
録
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
新
た
な
編

号
を
つ
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
照
表
も
付
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

各
研
究
者
が
新
た
な
対
照
表
を
各
自
で
作
成
せ
ね
ば
な
ら
ず
研
究
上
不
便
で

あ
る
。
各
研
究
者
が
史
料
に
独
自
の
番
号
を
付
け
る
傾
向
は
望
ま
し
い
も
の

で
は
な
く
、
原
簡
番
号
で
表
記
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、

『
敦
煙
漢
簡
』
中
に
は
六
四
筒
の
み
懸
泉
置
遺
址
出
土
筒
の
釈
文
と

写
真
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
『敦
燈
漢
筒
』
の
釈
文

番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（釈
一
二
九
〇
ど
〓
一一五
四
）。
こ
れ
ら
と
将
来
発
表

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
懸
泉
置
遺
址
発
掘
筒

一
万
五
千
簡
と
の
関
係
は
ど
の
よ

う
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、

『
敦
煙
漢
簡
』
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
が
全
て
で
は
な
く
、　
一
部
写
真

の
な
い
も
の
が
あ
な
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
、

〔表
Ｉ
〕
に
示
し
た
よ
う
に
、
甘
粛
省
独
自
の
遺
址
番
号
が
あ
り
、

そ
れ
自
体
は
よ
り
詳
細
な
調
査
が
行
な
わ
れ
た
結
果
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で

あ
る
が
、
何
の
説
男
も
な
く
使
用
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る
。

詳
細
な
調
査
報
告
が
望
ま
れ
る
。

五
、
中
国
の
出
版
事
情
も
あ
ろ
う
が
、
史
料
の
公
刊
が
早
ま
ら
な
い
で
あ

ろ
う
か
。　
論
文
は

つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
る
の
に
史
料

（写
真
）
が
出
な
い

の
で
は
批
判
の
し
よ
う
も
な
い
。　
一
九
七
三
を
七
四
年
に
か
け
て
発
掘
さ
れ

た
、
い
わ
ゆ
る

「居
延
新
簡
」
は
二
十
年
た
と
う
と
す
る
現
在
で
も
そ
の
全

貌
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
原
簡
番
号
順
に
並
べ
た
写
真

の
公
刊
が
望
ま
れ
る
。

こ
れ
ら

の
問
題
に

つ
い
て
は
、
中
国
側

の
研
究
に
も
若
千
の
混
乱
も
あ
り
、

台
北
を
含
め
た
統

一
し
た
見
解
を
作
り
上
げ
て
い
く
時
期
が
や

っ
て
き
た
こ
と

を
痛
感
す
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
本
年
十
二
月
に
開
催
さ
れ
る

「
漢
簡
研
究
国

際

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
九
二
」
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
最
後
は
雑
駁
な
感

想
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
各
位

の
ご
教
示
を
願

い
た
い
。

注（
１
）

こ
れ
ら
の
事
情
に
つ
い
て
は
大
庭
脩

『
木
簡
』

（東
京
、

学
生
社
、　
一
九
七
九

年
二
月
）
に
詳
し
い
。　
一
九
四
九
年
以
前
に
発
見
さ
れ
た
敦
瞳
漢
簡
に
つ
い
て
は
、

林
梅
村

・
李
均
明
編

『
疏
勒
河
流
域
出
土
漢
簡
』

（北
京
、
文
物
出
版
社
、　
一
九

八
四
年
三
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
大
庭
脩

『
大
英
博
物
館
蔵
　
敦

煙
漢
簡
』

全
爪
都
、　
同
朋
社
出
版
（　
一
九
九
〇
年
六
月
）
は
こ
れ
に
基
づ
き
全
簡

の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。
『
敦
鰹
漢
簡
』
も
後
半
に
釈
文
を
掲
載
す
る
が
、
写

真
は

一
部
の
み
で
あ
る
。

（２
）

永
田
英
正

『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
（京
都
、
同
朋
舎
出
版
、　
一
九
八
九
年
十
月
）

に
お
い
て
、
出
土
簡
蹟
の
九
六
％
が
漢
代
の
も
の
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
内
の

七
五
％
が
辺
境
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

藤
日
高
夫

「秦
漢
時
代
の
簡
蹟
資
料
」
翁
古
代
文
化
』
四
三
十
九
）
で
は
墓
葬

出
土
の
簡
蹟
と
峰
隧
遺
址
出
上
の
簡
贖
に
わ
け
て
ま
と
め
て
あ
る
。

（３
）

居
延
漢
簡
に
つ
い
て
は
多
言
し
な
い
が
、
大
き
く
三
部
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

一
、　
一
九
二
〇
ど
三

一
年
に
か
け
て
ヘ
デ
ィ
ン
率
い
る
西
北
科
学
考
察
団
の
一
員

で
あ
っ
た
Ｆ

・
ベ
リ
イ
マ
ン
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
台
北
の
中
央

研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
各
種
の
釈
文

と
写
真
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
釈
文
と
し
て
は
謝
桂
華

・
季
均
明

。
朱
国
燿

『
居

延
漢
簡
合
校
』

（北
京
、
文
物
出
版
社
、　
一
九
八
七
年

一
月
）
が
高
い
水
準
に
あ



る
。
図
版
は
労
珠
編

『
居
延
漢
簡
　
図
版
之
部
』

（冶
北
、

中
央
研
究
廃
歴
史
語

言
研
究
所
、　
一
九
五
七
年
）
と

『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
（北
京
、
中
華
書
局
、
一
九

八
〇
年
）
に
見
ら
れ
る
。
二
、　
一
九
七
三
ｔ
七
四
年
に
か
け
で
甘
粛
居
延
考
古
隊

に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、　
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
分
。
す
な
わ

ち
、
甲
渠
候
官

（破
城
子
、
Ｅ
Ｐ
＝
Ａ
お
）
、
甲
渠
第
四
繁

（
Ｅ
Ｐ
Ｓ
４
＝
Ｐ
ｌ
）

の
地
点
で
あ
り
、

釈
文
は
出
版
さ
れ
て
い
る
が
写
真
は
未
発
表
の
も
の
。

釈
文

は

『
居
延
新
簡
』

（北
京
、
文
物
出
版
社
、　
一
九
九
〇
年
）
に
み
ら
れ
る
。　
三
、

同
じ
く

一
九
七
三
ぞ
七
四
年
に
か
け
て
甘
粛
居
延
考
古
隊
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
た

・　
が
、　
一
部
を
除
い
て
釈
文
も
写
真
も
未
発
表
の
も
の
。
主
に
肩
水
金
関
出
上
の
簡

で
あ
る
。

（４
）

一
九
七
二
年
以
来
、
長
城
の
遺
址
に
対
し
て
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
が
行
な

っ
た
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
そ
の
報
告
と
し
て
呉
詢
懐

「
河
西
漢
塞
」
Ｇ
文
物
』

一
九
九
〇
年

一
二
期
）
が
あ
る
。

（５
）

両
者
は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
ご
く
稀
に
字
旬
の
異
同
も
あ
る
の

で
、
取
り
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同

一
内
容
の
書
が
異
名
で
二
部
存
す

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
出
版
事
情
も
あ
ろ
う
が
、

理
解
に
苦
し
む
。
『
敦

煙
漢
簡
蒋
文
』
は
、
書
の
体
裁
か
ら
見
る
と
、
先
に
出
版
さ
れ
た

『
居
延
漢
簡
合

校
』
（先
述
）
や

『
据
延
新
簡
』

（先
述
）
の
よ
う
に
、
「秦
峡
魏
晉
出
土
文
献
」

シ
リ
ー
ズ
の
一
部
の
よ
う
で
ヽ
あ
る
が
、
そ
う
で
も
な
く
そ
の
所
属
如
何
は
不
明

の
も
の
で
あ
る
。
文
物
出
版
社
刊
の

「秦
漢
魏
晉
出
土
文
献
」
は
、
史
料
を
簡
体

．字
で
表
記
す
る
た
め
レ
ば
し
ば
混
乱
を
も
た
ら
す
。

（６
）

考
古
学
的
な
見
解
は
、
旅
行
を
共
に
し
た
来
村
多
加
史
氏
に
よ
る
。
こ
の
遺
址

の
西
方
に
残
っ
て
い
た
文
化
堆
積
層
に
つ
い
て
は
、
よ
り
細
か
な
調
査
が
行
な
わ

れ
る
と
層
位
は
さ
ら
に
細
か
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

ま
た
、
佐
諜
信

「
中
国
簡
贖
学
国
際
学
術
研
討
会
参
加
記
」
翁
木
簡
研
究
』

一

三

　^
一
九
九

一
年

一
一
月
）
に
こ
の
旅
行
の
簡
単
な
説
切
が
あ
る
し
、
浜
田
尚
文

「
河
西
回
廊
の
旅
」
翁
墨
』
九
三
号
、　
一
九
九

一
年

一
一
月

。
一
二
月
）
も
同
じ

旅
行
の
記
録
で
あ
る
。

（７
）
　

「
敦
煙
甜
水
井
漢
代
遺
址
的
調
査
」
翁
考
古
』

一
九
七
五
年
第
二
期
）
。

（８
）

懸
泉
置
遺
址
そ
の
も
の
も
後
世
の
洪
水
に
よ
り
遺
址
の
東
部
が
流
さ
れ
て
い

之
や
。

（９
）

引
用
簡
の
前
の
編
号
は
原
簡
番
号
、
後
の
編
号
は

『
敦
煙
漢
簡
』
中
の
釈
文
の

番
号
で
あ
る
。
以
後
に
引
用
す
る
簡
も
同
様
の
表
記
を
す
る
。

（１０
）

か
つ
て

『
文
物
』

一
九
八

一
年
第

一
〇
期
に

「
敦
煙
馬
圏
漢
代
峰
罐
遺
址
発
掘

簡
報
」
（甘
粛
文
物
工
作
隊

。
甘
粛
省
博
物
館
編

『
漢
簡
研
究
文
集
』
〈
蘭
州
、
甘

粛
人
民
出
版
社
、　
一
九
八
四
年
九
月
〉
に
再
録
）
が
あ
る
が
、
本
報
告
を
以
て
主

と
す
べ
き
で
あ
る
。

（１１
）
　

「
Ｄ
」
は
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
の
編
号
で
あ
り
、
「
教
鰹
」

の
漢
語
排
音

の
最
初
の
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
タ
イ
ン
の
編
号
と
し
て
従
来
は
「
Ｔ
」

を
使
用
し
て
い
た
。
同

一
遺
址
に
二
つ
の
編
号
が
存
す
る
こ
と
も
混
乱
を
招
く
が
、

諸
論
に
記
さ
れ
た
所
か
ら
対
照
表
を
作
成
し
た
。
〔表
Ｉ
〕

（・２
）

探
方
Ｔ
一
を
四
は
、
峰
隧
及
び
堡

・
屋
建
築
で
あ
る
。
Ｔ
五
ど

一
七
は
、
灰
区

で
あ
る
。
Ｔ
五
は
Ｔ
三
の
南
側
に
位
置
し
、
Ｔ
六
は
Ｔ
五
の
西
側
に
位
置
し
、
Ｔ

七
は
Ｔ
六
の
南
側
に
位
置
す
る
。
Ｔ
六
ど
七
は
、
い
ず
れ
も
砂
漠
の
辺
縁
の
傾
斜

地
に
あ
る
。
Ｔ
八
ｔ

一
七
は
Ｔ
二
・
Ｔ
四
の
東
側
の
平
坦
な
砂
漠
上
に
位
置
す
る
。

そ
の
中
の
Ｔ
一
二
・
Ｔ
一
七
の
東
側
の
辺
縁
の
地
形
は
東
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
て

い
る
。
Ｔ
一
八

。
一
九
は
、
家
畜
を
飼
育
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｔ
四
の
南
側
二

一
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
。
〔図
Ⅱ
〕

（・３
）

『
報
告
』
に
よ
る
と
、
Ｔ
五
の
簡
蹟
は
、
二
つ
の
灰
坑
申
か
ら
出
上
し
、
灰
坑

は
砂
課
を
掘
っ
て
作
ら
れ
て
い
た
。
北
の
灰
坑
は
い
び
つ
な
円
形
で
あ
り
、
南
の

灰
坑
は
東
西
に
向
い
た
精
円
形
を
し
て
い
た
。
灰
坑
は
か
つ
て
厠
と
し
て
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
の
探
方
出
上
の
簡
蹟
は
、
多
く
は
草
く
ず

。
畜
糞

や
廃
棄
さ
れ
た
絹
織
物
の
残
片
、
お
よ
び
木

・
鉄
等
の
用
具
の
遺
物
と
と
も
に
混

在
し
て
い
た
。
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（
・４
）

『
報
告
』
は
、
出
関
計
最
簿
の
一
部
と
し
て
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
五
五

（釈

二
九
四
）、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
五
六
＝
二
六
〇

（釈
二
九
五
）
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五

‥
二
五
九

（釈
二
九
八
）
、
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
五
七

（釈
二
九
六
）、
七
九
Ｄ
Ｍ

Ｔ
五
‥
二
六
三
＝
二
六
四

（釈
三
〇

一
＝
三
〇
二
）
等
の
簡
を
と
り
あ
げ
、
陳
垣

『
二
十
史
朔
関
表
』
に
よ
り
、
成
帝
期
の
陽
朔
元
年
二
月
か
ら
九
月
の
こ
と
と
し
、

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
二
五
五
の

「
正
月
己
卯
」
は
誤
記
で
あ
り
、　
一
一
八
日
と
は
、

十
二
月
か
ら
三
月
の
計
四
ヵ
月
の
日
荻
の
総
和
で
あ
る
か
ら
、
「
正
月
己
卯
」

は

「
十
二
月
己
卯
」
と
な
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
が
し
か
し
、
こ
の
説
は
誤

り
で
あ
る
。
こ
れ
は
儒
子
嬰
の
居
掃
三
年

（初
始
元
年
＝
八
年
）
の
こ
と
で
あ
り
、

「
正
月
己
卯
議
三
月
丙
子
百

一
十
八
日
」
と
あ
る
の
は
、
正
月
聞
月
が
存
す
る
か

ら
で
あ
り
、
正
月
は
小
月
、
聞
月
は
大
月
、
二
月
は
大
月
、
三
月
は
小
月
で
あ
る

か
ら
、
合
計

一
一
人
日
と
な
り
符
合
す
る
。

（・５
）

大
庭
脩

「
漢
代
的
符
和
致
」

翁
中
国
史
研
究
』

一
九
八
九
年
第
三
期
、　
の
ち

『
‐漢
簡
研
究
』
京
都
、
同
朋
舎
出
版
、　
一
九
九
二
年
に
所
収
）
に
お
い
て
、
「体
」

に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。　
そ
れ
に
よ
る
と
従
来
の

「
偉
」

と
は
書
式
が
異
な

Ｚ
Ｏ
。

（
・６
）

王
国
維
は

『
流
沙
墜
簡
』
峰
魃
表
お
よ
び
後
記
中
で
、
Ｔ
一
五
ａ
出
土
簡
贖
が

比
較
的
多
く
、
あ
わ
せ
て

「
玉
門
候
官
」
の
封
検

（
Ｔ
一
五
ａ
‥
�

・
３３
ヽ
シ
ヤ

バ
ン
ヌ
編
号
４５８
簡
、
釈
二
〇
五
八
）
が

一
枚
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
隧
が
玉
門
侯

官
の
治
所
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
『
報
告
』
で
は
、
資
料
が
少
な
く
証
拠
は
不
十

分
と
す
る
。
冨
谷
氏
も
Ｔ
一
五
ａ
を
玉
門
侯
官
の
治
所
址
と
す
る
。

（
・７
）

玉
門
候
官
が
発
し
た

「檄
」
の
結
案
の
控
と
し
て
、

十

一
月
乙
巳
玉
問
開
候
延
壽
丞
待
謂
候
長
□
等
痛
移
檄
到
回
□
回
□
□
□

□
□
回
出
外
塞
檄
楊
姓
徒
弟
田
翔
病
□
律
令

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
一
一
一

（釈
七
六
四
）

図
玉
門
閥
侯
乙
丞
過
謂
土
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
〇
‥
一
八

（釈
九
四
九
）

敦
建
玉
門
開
候
孫
閲
公
乗
　
　
治
□
命
倉
菫
録
強
力
事
□
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
八
‥
一
六

（釈
六
七

一
）

出
南
校
檄

一
玉
関
開
候
詣
龍
勒
居
撮
元
年
九
月
庚
戊
日
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
七
‥
一
一
Ａ

（釈
六
二
四
）

以
脩
行
除
儒
玉
門
丞
図

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
九
‥
九
二

（釈
八
六

こ

六
月
甲
戊
玉
門
侯
丞
予
謂
西
塞
侯
長
可
淵
籍
倭
長
福
篤
□
候
長
□
等
記
到

謂
図望
府
激
驚
備
多
虜
入
塞
未
□
塞
追
還
前
冊
令
吏
卒
離
署
持
七
月
侯
記
籍
卒

庫
呂
忽
威
記
令
可
課

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
三
Ａ

（釈
四
八
三
）

を
例
と
し
て
あ
げ
る
。

ま
た
、
侯
官
が
発
す
る

「
記
」
に
は
、
た
と
え
ば
、

九
月
辛
巳
官
告
士
吏
許
卿
記
到
持
千
秋
閣
単
席
詣

府
晋
以
之
篤
解

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
二
‥
三
一
Ａ

（釈
九
八
八
）

官
　
告
誅
虜
守
候
史
衷
次
首
侯
虜
井
上
記
到
荘
詣

官
候
重
事
母
以
官
病
舟
解
有

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
三
二
四
Ａ

（釈
二
六
一こ

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

（
・８
）

そ
の
例
と
し
て
、

作
成
不
券
迫
行
事
行
塞
人
力
不
迫
唯
官
省
察
叩
頭
死
罪
敢
言
之

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
五
‥
一
五
〇

（釈

一
八
九
）

神
爵
二
年
二
月
丁
丑
朔
庚
寅
士
吏
義
敢
言
之
官
移
檄
国
王
夫
人
自
言
営
責

威
巖
隧

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
一
八
‥
一

（釈

一
一
六

こ

を
あ
げ
る
。



（・９
）

そ
の
他
に
、
先
に
取
り
上
げ
た
七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
四
五

（釈
五
五
四
）
や
七
九

Ｄ
Ｍ
Ｔ
六
‥
四
三

（釈
五
二
三
）
も
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。

（２０
）

写
真
は
模
糊
と
し
て
判
読
で
き
な
い
。
写
真
で
は
簡
の
長
さ
は
七
セ
ン
チ
あ
ま

り
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
今
は
釈

文
に
従
う
。

（２．
）

七
九
Ｄ
Ｍ
Ｔ
九
‥
九
二

（釈
八
六

一
）
簡
中
に
み
え
る

「
脩
行
」

に
つ
い
て

は
、
那
義
田

コ
徒
居
延
簡
看
漢
代
軍
隊
的
若
千
人
事
制
度
―
―
読

《
居
延
新
簡
》

札
記
之

一
―
―
」
翁
新
史
学
』
第
二
巻
第

一
期
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（２２
）

こ
の
簡
は
五
鳳
三
年
三
月
に
士
吏
の
帯
と
い
う
人
物
が
侯
官
に
上
申
す
る
文
書

で
あ
り
、
候
官
隧
と
い
う
地
第
で
は
な
い
。

（２３
）

大
庭
脩

「
〔検
〕
の
再
検
討
」

翁
書
学
書
道
史
研
究
』
第

一
号
、　
の
ち

『
漢
簡

研
究
』
京
都
、
同
朋
舎
出
版
、　
一
九
九
二
年
に
所
収
）
に
検
に
つ
い
て
の
詳
細
な

考
証
が
あ
る
。

（２４
）

森
鹿
三

「居
延
漢
簡
の
集
成
―
―
と
く
に
第
一
一亭
食
簿
に
つ
い
て
」
３
東
洋
学

研
究
―
―
居
延
漢
簡
編
』
京
都
、
同
朋
舎
出
版
、　
一
九
七
五
年
二
月
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（２５
）

『
報
告
』
で
は
、
関
を
出
入
す
る
証
明
書
に
関
し
て
、
檄

・
致

・
刺
の
三
種
の

文
書
か
ら
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
こ
の
説
明
は
明
確
で
は
な
い
が
、
と
く
に
刺

に
関
し
て
は
疑
義
が
残
る
。
「
刺
」
が
関
の
出
入
文
書
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
現

在
の
簡
蹟
学
の
常
識
で
は
な
く
、
特
別
な
意
見
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
よ
り

詳
細
な
論
証
が
望
ま
れ
る
。




